
３．東部流通地区通勤交通ワーキングについて

３－１ 東部流通地区における通勤交通に対する考え方

① 東部流通地区の概要

・ 東部流通地区は、過密化した仙台中心部の施設不足の打開と流通業務機能の近代化を図

るため、昭和４０年代より、中心部から５ｋｍ東側に供用した国道４号バイパスと併せ、

区域約１２００ｈａにおいて、卸商センターやトラックターミナルそして中央卸売市場な

ど各種物流機能が整備・集積した地区である。

・ 本地区の物流活動は仙台都市圏の総搬出量に対するシェアを２２．５％と高く中心的な

役割を担っている。

・ 本地区が整備され３０年経過した現在、市街地の拡大に伴い本地区は市街地に囲まれ、

幹線道路の交通渋滞の慢性化など地区を巡る環境は大きく変化してきた。

・ また、地区内では事業所用施設の規模が不足しつつあり、一部には自動車通勤を見直そ

うとする事業所も現れている。

② 本地区の交通環境の改善に向けて

・ 以上の背景から、本地区をめぐる交通環境の改善について、道路建設のようなハード整

備ではなく、ＴＤＭ（交通需要マネジメント）というソフト施策を導入することによって

交通環境の改善への働きかけを目指し、官民協働で協議・検討しながら、交通環境改善に

向けた取り組み態勢づくりへと引き継ぐことができるよう取り組む必要がある。

③ 本地区の通勤交通に対する取り組みについて

・ 本地区の交通環境で特に著しい面は朝ピーク時の交通渋滞であり、この課題に対する取

り組みとして、本地区を含む仙台都市圏における将来総合交通体系の整備も視野に入れな

がら、本地区の通勤交通に着目していくことは、短中期的なソフト施策としてのＴＤＭ導

入の可能性を本地区の関係者と話し合いを重ねていく上でもっとも重要な動機付けであり、

官民一体となって検討していくことが必要となる。

３－２ 仙台都市圏総合都市交通計画協議会におけるＴＤＭ施策の基本的方向に関する提言

 仙台都市圏総合都市交通計画協議会が平成１２年３月にとりまとめた都市交通の提言では、

東部流通地区に関わるＴＤＭ施策として、ピーク時交通の分散を図った時差出勤や、相乗り

促進、企業送迎バスなどを位置づけている。

 施策展開に向けては、当地区での企業に呼びかけ、当地区での全体での自動車通勤に対す

る問題への理解を深め、地区企業での取り組むＴＤＭの必要性の共有化と自動車通勤に対す

る様々な需要調整の方策の検討を推進することを課題としている。



３－３ 東部流通地区通勤交通ワーキングにおける検討方針

 東部流通地区通勤交通ワーキングは、都市交通の提言で整理されたＴＤＭの基本的方向にも

とづき、東部流通地区の立地事業者との協議のもと、通勤交通に関わるＴＤＭ施策を検討する。

 東部流通地区通勤交通ワーキングの検討項目は以下のようになる。

（１）通勤交通に関わる問題点の共有化に向けた検討

① 既往データなどからみる東部流通地区の通勤交通の実態把握

 ・ 東部流通地区の通勤交通の状況（周辺道路の交通状況、自動車通勤の発生量分布 等）

 ・ 立地企業の現況交通対策（自動車通勤の現況対策、始業開始時刻 等）

② 現況の通勤対策など、通勤交通の問題点に関わる協議

 ・ 企業の現況の通勤対策に関わる協議

 ・ 従業員の通勤対策での問題点の確認

③ 通勤交通対策に関わる問題点で共有化しうる検討項目の整理

（２）東部流通地区におけるＴＤＭ施策の方針の検討

① 公共交通サービスが不十分な業務地区におけるＴＤＭ施策の考え方

 ・ 公共交通サービスが不十分な業務地区のＴＤＭ施策の事例整理

 ・ ＴＤＭ施策メニューと考え方

② 通勤対策に関わる協議

 ・ 今後の通勤対策に関わる協議

 ・ 就業形態に合わせたＴＤＭ施策のあり方の検討

③ ＴＤＭ施策の方針

 ・ 東部流通地区において適用可能なＴＤＭ施策の検討

図   東部流通地区通勤交通ワーキングの検討方針
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３－４ 東部流通地区通勤交通ワーキングの検討視点 

 

１．都市圏における自動車通勤の問題点と東部流通地区の自動車交通の状況

（１）都市圏における自動車交通と通勤交通
・一貫して増大する自動車交通
・通勤交通は自動車交通量に占める割合が大きい
・環境に負荷をかけている

（２）東部流通地区における自動車交通と通勤交通
・都市圏通勤交通量の１６％を占める
・通勤交通が業務交通への与える影響も小さくない
・周辺道路での交通混雑

２．東部流通地区における通勤実態（ＰＴ等より）

（１）東部流通地区における通勤実態
・自動車分担率が８割と高い
・従業員の居住地は、４号バイパス沿線や４５号沿線
　などに広く分布している。
・鉄道利用者は鉄道沿線、バス利用者は東部流通地区
　に近接地域で多くなっている。

（２）自動車通勤をする理由等
・自動車通勤者は、そのほとんどは一人で通勤
・駐車場は、勤務先が確保してくれる
・自動車通勤する理由は、公共交通が不便、自動車の
　方が所要時間が短い
・公共交通を理由する人の理由は、自由に使える車が
　ない、車を運転できない　など

（３）通勤行動からみた
　　　問題点

・低い公共交通サービス
・自動車通勤を前提した
　ような居住地分布
・自動車しか使えない通
　勤環境

（３）自動車通勤に関わ
　　　る問題

・自動車交通量の増大に
　よる社会的負荷（環　
　境、混雑）が大きい
・過度な通勤交通の集中
　により業務交通への影
　響も想定される ５．都市圏交通の方向性

（都市交通の提言）

（１）都市交通計画の
　　　目標
・日常生活の移動利便
　性の確保と自動車利
　用による社会的な影
　響の低減を目標

（２）東部流通地区の
　　　ＴＤＭ検討

・目標達成にはＴＤＭ
　が不可欠
・時差出勤、相乗り、
　シャトルバス等、現
　況の当地区にふさわ
　しいＴＤＭ、将来の
　交通環境を考慮した
　地区交通環境づくり
　等を検討

３．東部流通地区に立地する事業所の取り組み

（２）始業時刻について
・時差通勤に該当する事業所は約６割
・従業員の６割が早出による出勤

（１）マイカー通勤について

・ほとんどの事業所で自動車通勤を認めている
・事業所が駐車場を確保している一方で、事業所側の
　負担も少なからずある

（３）今後の通勤対策について
・マイカー通勤を削減する意向の事業所は２割以上
・マイカー通勤を減らしたい理由は、駐車場用地の確
　保の問題、通勤時の事故などが多い
・送迎バスは、その運行が業務上困難としている事業
　所が多い
・時差通勤については、現在実施していない事業所で
　２割が導入を検討したいとしている

自動車通勤を
今後も認める
事業所

自動車通勤を
見直す事業所

（４）自動車通勤に関
　　　わる問題点の想
　　　定

・業務活動への支障
・敷地などの有効活用

４．官民の協議による具体
　　的な検討

・都市圏における自動車交
　通の問題点や東部流通地
　区における通勤に関わる
　問題の明確化・共有化
・共通な問題を抱えている
　事業所とのネットワーク
　をづくり
・官民で協議する環境づく
　り

短中期な施策として

討議のポイント

①検討方針の内容
・検討方針の内容につ
　いての意見並びに確
　認
・自動車通勤に関わる
　協議を重ね、社会的
　負荷の軽減を図った
　施策を検討するが、
　当該地区の自動車通
　勤対策に相応しい施
　策を見いだすこと

②協議する環境づくり
　の方法
・自動車通勤の削減意
　向や時差通勤対策な
　ど通勤交通対策を検
　討する意向がある事
　業所を中心にしてﾋｱﾘ
　ﾝｸﾞを実施し、通勤対
　策の問題課題を把握
　すること
・組合、協会などの横
　断組織を通じて、同
　様な通勤対策問題を
　抱えている複数の事
　業所が参加しやすい
　協議の場をつくるこ
　と
・協議の場づくりとし
　て他のアプローチ方
　法等を探ること

③施策ﾒﾆｭｰについて
・時差通勤については
　実質的に多くの事業
　所、従業者が行って
　いる。今後の東部流
　通地区における時差
　通勤の推進に向けた
　展開方針
・時差通勤以外の施策
　相乗り、送迎バス、
　シャトルバスなど、
　その他の施策アイ　
　ディアの提案とその
　適用可能性の模索

自動車通勤
実態からみ
た自動車通
勤問題

活動主体か
らみた自動
車通勤に関
わる問題

(参考資料p.11～p.12)

(参考資料p.13～p.16)

(参考資料p.17～p.20)

 


